
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

資料１ 

基本理念 目標 施策の柱 

誰
も
が
居
場
所
と
出
番
を
持
っ
て
、
共
に
支
え
合
い
な
が
ら
、
安
心
し
て
す
こ
や
か
に
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現 

【目標１】 

住み慣れ

た地域で

安心して

暮らし続

けるため

の体制の

整備を強

化します 

【目標２】 

利用者の

意思が尊

重され、本

人の自立

や介護す

る家族等

を支援す

る障害福

祉サービ

スの充実

を図りま

す 

 

【目標３】 

一人一人

の出番を

創出し、生

きがいを

持ってい

きいきと

暮らせる

まちづく

りを推進

します 

１ 地域共生社会の実

現に向けた取組の

推進 

２ 障害のある人が安

心して暮らせる地

域社会の実現 

３ 障害児支援体制の整

備 

４ 障害のある人の社会

参加等による豊かな

暮らしの実現 

施策の方向性 

(1) 障害を理由とする差 

別の解消の推進 

(2) 権利擁護の推進 

(3) 精神障害にも対応した地域

包括ケアシステムの構築 

(4)情報提供・意思疎通支援

の充実 

(1) 包括的な支援体制の 

整備 

 

(2) 障害福祉サービスの充 

実 

 

(3) 住まいの場の充実 

(4) 各種助成制度の適切な

運用 

(5) 災害時への備えの充実 

(1) 障害児相談支援の充実 

(2) 児童発達支援事業等の 

充実 

(3) 医療的ケア児支援体制

の確保 

(2) 当事者活動の促進 

(3) 一般就労の促進 

(4) 福祉的就労の促進 

(1) 社会参加の促進 

現行計画の体系 

第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画策定の考え方について 

基本理念 

目標 

施策の柱 

施策の方向性 

障害福祉サービス量等の見込 

次期計画 

計画の位置付け 

 

① 障害者計画 

  障害者基本法第 11条第 3項の規定に基づ

く「市町村障害者計画」として、当市におけ

る障害福祉の推進にかかる理念や基本的な施

策の方向を定めるもの。 

 

② 障害福祉計画 

  障害者総合支援法第 88条第 1項の規定に

基づく「市町村障害福祉計画」として、当市

における障害福祉サービス、相談支援及び地

域生活支援事業提供体制の確保や実施に関す

る計画を定めるもの。 

 

③ 障害児福祉計画 

  児童福祉法第 33条の 20の規定に基づく

「市町村障害児福祉計画」として、障害児通

所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保

や実施に関する計画を定めるもの。 

 

※計画の策定に当たっては、「上越市第 7次 

総合計画」や「上越市第 4 次地域福祉計 

画」その他各種計画等との整合を図るもの 

とする。 

 

 

 

関係法令の改正等 

〇令和 6年 4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律等の一部を改正する法律」が施行され、障害者等の地

域生活及び就労の支援の強化を図るため、地域生活の支援体制の充

実や多様な就労ニーズに対応した支援などの措置が講じられること

となった。 

〇令和 6年 4月に「障害者差別解消法」が改正され、民間事業者によ

る合理的配慮の提供が義務付けられた。 

〇令和 3年 9月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支

援に関する法律」について、対象者の拡大や支援内容の一層の充実

を目的とした改正の動きが見られる。 

 

国における基本指針の見直し 

〇令和 9年度から始まる第 8期障害福祉計画及び第 4期障害児福祉計

画の策定に向け、障害福祉サービスの地域差の是正や地域生活支援の

充実、福祉人材の確保・定着等を図る観点から、基本指針の見直しが

厚生労働省とこども家庭庁で進められている。 

○障害福祉サービスに係る指針については厚生労働省が、障害児支援

に係る指針についてはこども家庭庁がそれぞれ検討を進めており、 

地域における相談支援体制の強化や障害者の地域生活への移行の促

進、就労支援の充実、障害児支援の質の向上などを図る観点から議論

が行われている。 

○障害者及び障害児が地域で安心して生活し、社会参加を進めること

ができる体制の整備に向け、今後の障害福祉施策の方向性が示され

る予定となっている。 

市民ニーズの把握 

〇市民アンケートの調査結果 

〇身体障害者連絡協議会との意見交換会 


